
社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会

別紙1
現況報告書（令和4年4月1日現在）

１．法人基本情報

(1)都道府県区分 (2)市町村区分 (3)所轄庁区分 (4)法人番号 (5)法人区分 (6)活動状況

(7)法人の名称

(8)主たる事務所の住所

(9)主たる事務所の電話番号 (10)主たる事務所のＦＡＸ番号 (11)従たる事務所の有無

(12)従たる事務所の住所

(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

(15)法人の設立認可年月日 (16)法人の設立登記年月日

２．当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 (2)評議員の現員 (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）
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３．当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員 (2)理事の現員 (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）
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４．当該会計年度の初日における監事の状況

社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会

福島県 南相馬市 原町区小川町322番地の1
0244-24-3415 0244-24-1271 2 無

07 福島県 212 南相馬市 07212 1380005007431 02 社会福祉協議会 01 運営中

(3-2)評議員の職業

早川　英夫 R3.6.24 R7.6定時評議員会終了日まで

平成18年1月1日 平成18年1月4日

16人以上25人以内 23 0

(3-1)評議員の氏名 (3-3)評議員の任期
(3-4)評議員の所轄

庁からの再就職状況

(3-5）他の社会福祉法人の評議

員・役員・職員との兼務状況

(3-7)前会計年度における評議員

会への出席回数

http://www.m-somashakyo.jp (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ shakyo@m-somashakyo.or.jp

小林　恵美 R3.6.24 R7.6定時評議員会終了日まで
1

井村　寛 R3.6.24 R7.6定時評議員会終了日まで
2

2

岩橋　光善 R3.6.24 R7.6定時評議員会終了日まで
3

只野　広夫 R3.6.24 R7.6定時評議員会終了日まで
2

鈴木　裕子 R3.6.24 R7.6定時評議員会終了日まで
2

前田　重光 R3.6.24 R7.6定時評議員会終了日まで
1

西　みよ子 R3.6.24 R7.6定時評議員会終了日まで
2

安川　徹 R3.6.24 R7.6定時評議員会終了日まで
2

大島　紀 R3.6.24 R7.6定時評議員会終了日まで
3

伊賀　和子 R3.6.24 R7.6定時評議員会終了日まで
2

大塚　俊介 R3.6.24 R7.6定時評議員会終了日まで
1

大塚　悦子 R3.6.24 R7.6定時評議員会終了日まで
2

荒　ヒサエ R3.6.24 R7.6定時評議員会終了日まで
1

西内　千恵子 R3.6.24 R7.6定時評議員会終了日まで
1

門馬　孝子 R3.6.24 R7.6定時評議員会終了日まで
2

渡辺　貞雄 R3.6.24 R7.6定時評議員会終了日まで
2

高田　妙子 R3.6.24 R7.6定時評議員会終了日まで
3

嵯峨　圭子 R3.6.24 R7.6定時評議員会終了日まで
2

百田　尊道 R3.6.24 R7.6定時評議員会終了日まで
2

廣畑　裕子 R3.6.24 R7.6定時評議員会終了日まで
2

門馬　眞一郎 R3.6.24 R7.6定時評議員会終了日まで
1

8人以上12人以内 11 2 特例無

(3-1)理事の氏名

(3-2)理事の役職(注)
(3-3)理事長への就任年

月日

(3-4)理事の常

勤・非常勤

(3-5)理事選任の評議員

会議決年月日
(3-6)理事の職業

髙篠　忍 R3.6.24 R7.6定時評議員会終了日まで
0

R3.6.24 R5.6定時評議員会終了日まで 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 4
村上　勇一

2 業務執行理事 1 常勤 令和3年6月24日

(3-7)理事の所

轄庁からの再就

職状況

(3-8)理事の任期 (3-9)理事要件の区分別該当状況

(3-10)各理事と

親族等特殊関

係にある者の有

無

(3-11)理事報酬等の支給形態

(3-13)前会計

年度における理

事会への出席

回数

R3.6.24 R5.6定時評議員会終了日まで 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 3
木幡　忠正

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月24日

R3.6.24 R5.6定時評議員会終了日まで 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 4
林　勝典

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月24日

R3.6.24 R5.6定時評議員会終了日まで 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 3
林　　靖

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月24日

R3.6.24 R5.6定時評議員会終了日まで 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 3
江本　節子

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月24日

R3.6.24 R5.6定時評議員会終了日まで 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 4
佐藤　正彦

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月24日

R3.6.24 R5.6定時評議員会終了日まで 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 4
大内　彰

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月24日

R3.6.24 R5.6定時評議員会終了日まで 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 4
佐々木　孝

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月24日

R3.6.24 R5.6定時評議員会終了日まで 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 3
近藤　眞紀子

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月24日

R3.6.24 R3.6定時評議員会終了日まで 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 4
西浦　武義

1 理事長 令和3年6月24日 2 非常勤 令和3年6月24日

R3.6.24 R3.6定時評議員会終了日まで 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 3
阿部　貞康

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月24日

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

　　　「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。



社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会

(1)監事の定員 (2)監事の現員 (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

５．前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

６．当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数

①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

(2)施設・事業所職員の人数

①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

７．前会計年度に実施した評議員会の状況

(4)うち開催を省略した回数

８．前会計年度に実施した理事会の状況

(4)うち開催を省略した回数

９．前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名

(3-7)前会計年度における

理事会への出席回数

大内　敏文
令和3年6月24日

R3.6.24 令和5年6月定時評議員会終了日まで 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 4

2 2 0

(3-1)監事の氏名

(3-2)①監事の職業 (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況
(3-3)監事選任の評議員

会議決年月日

(3-4)監事の任期 (3-5)監事要件の区分別該当状況

0.0 0.0

73 0 23

0.0 19.7

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）

(1-2)前会計年度の

会計監査人の監査

報酬額（円）

(1-3)前年度

決算にかかる定

時評議員会へ

の出席の有無

(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）

(2-2)当会計年度の

会計監査人の監査

報酬額（円）

22 0 0

平田　廣昭
令和3年6月24日

R3.6.24 令和5年6月定時評議員会終了日まで 6 財務管理に識見を有する者（その他） 2

令和3年12月23日 20 4 1

報告第1号　上半期監事監査の報告

報告第2号　経営改善計画の中間報告

報告第3号　地域福祉活動計画の評価報告

報告第4号　震災記録誌の報告

議案第1号　令和3年度　第1次補正予算について

議案第2号　役員選考委員の選任について

令和3年6月24日 25 4 2

議案第1号　令和2年度　事業報告の認定

議案第2号　令和2年度　会計決算の認定

議案第3号　理事・監事の選任について

(1)評議員会ごとの評議員

会開催年月日

(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会

計監査人別の出席者数 (3)評議員会ごとの決議事項

評議員 理事 監事 会計監査人

令和3年6月10日 12 2

報告第1号　会長・常務理事職務執行状況報告

議案第1号　令和2年度　事業報告の認定

議案第2号　令和2年度　会計決算の認定

監査報告

議案第3号　指定通所介護事業所南相馬市社会福祉協議会あすなろデイサービスセンター運営規程の一部改正について

議案第4号　指定介護予防通所介護・通所型サービス事業所　南相馬市社会福祉協議会　あすなろデイサービスセンター運営規程の一部改正について

令和3年6月24日 10 2

報告第1号　会長・常務理事職務執行状況報告

議案第1号　社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会会長、副会長及び常務理事の選定について

議案第2号　社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会令和3年度第2回評議員会の開催について

1

(1)理事会ごとの理事会開

催年月日

(2)理事会ごとの理事・監事別の

出席者数 (3)理事会ごとの決議事項

理事 監事

令和4年3月22日 19 4 2

報告第1号　経営改善計画の中間報告

議案第1号　令和4年度　事業計画について

議案第2号　令和4年度　当初予算について

令和4年3月8日 12 2

議案第15号　指定通所介護事業所　南相馬市社会福祉協議会介護予防認知症型通所介護事業所運営規程の廃止について

議案第16号　社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会鹿島区デイサービスセンター給食業務委託の契約について

議案第17号　令和4年度　事業計画について

議案第18号　令和4年度　当初予算について

議案第19号　令和3年度　第3回評議員会の開催について

0

大内　敏文

令和4年3月8日 12 2

議案第7号　指定介護予防訪問介護・訪問型サービス事業所　南相馬市社会福祉協議会運営規程の一部改正について

議案第8号　指定通所介護事業所　南相馬市社会福祉協議会あすなろデイサービスセンター運営規程の一部改正について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議案

第9号　指定通所介護事業所　南相馬市社会福祉協議会すみれデイサービスセンター運営規程の一部改正について

議案第10号　指定通所介護事業所　南相馬市社会福議案祉協議会ひまわりデイサービスセンター運営規程の一部改正について

令和4年3月8日 12 2

議案第11号　指定介護予防通所介護・通所型サービス事業所　南相馬市社会福祉協議会　あすなろデイサービスセンター運営規程の一部改正について　　　　　　　　　　　　　　　議案第12号

指定介護予防通所介護・通所型サービス事業所　南相馬市社会福祉協議会　すみれデイサービスセンター運営規程の一部改正について　　　　　　　　　　　　　　　　議案第13号　指定介護予防

通所介護・通所型サービス事業所　南相馬市社会福祉協議会　ひまわりデイサービスセンター運営規程の一部改正について　　　　　　　　　　　　　　　　議案第14号　指定通所介護事業所　南相

馬市社会福祉協議会認知症型通所介護事業所運営規程の廃止について

令和3年12月7日 12 2

報告第1号　上半期監事監査の報告

報告第2号　経営改善計画の中間報告

報告第3号　会長・常務理事職務執行状況報告

報告第4号　地域福祉活動計画の評価報告

報告第5号　震災記録誌の報告

議案第1号　社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会　職員退職手当支給規程の一部改正について

令和4年3月8日 12 2

報告第1号　経営改善計画の中間報告

報告第2号　会長・常務理事職務執行状況報告

議案第1号　指定居宅介護支援事業所　南相馬市社会福祉協議会鹿島区事業所運営規程の一部改正について

議案第2号　指定居宅介護支援事業所　南相馬市社会福祉協議会原町区事業所運営規程の一部改正について

議案第3号　指定訪問介護事業所　南相馬市社会福祉協議会　運営規程の一部改正について

議案第4号　指定訪問入浴介護事業所　南相馬市社会福祉協議会　運営規程の一部改正について



社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

(3)監査報告により求められた改善すべき

　　　事項に対する対応

１０．前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(1)社会福祉事業の実施状況

01 無限定適正意見

①-1拠点区

分コード分類

①-2拠点区

分名称

①-3事業類型コード

分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地
④事業所の土

地の保有状況

⑤事業所の建

物の保有状況

⑥事業所単位での事業開始年

月日

   家族に支払い義務があることをなど契約書に定めなくてもよいのか。

   利用者本人と契約を交わしているので亡くなられた場合の利用料が徴収できないことが発生するのでは。

   未収金を減らすような仕組みが必要。

①賃金改善済

②会費の理解を得るため努力する。

③利用料金を確実に徴収できる（未収金を減らす）仕組みを検討中。

平田　廣昭

①臨時職員の介護職員（介護資格無）と清掃職員の賃金については福島県の最低賃金を

　 下回っているため（令和3年10月1日より828円）改善すること

②令和3年度の社協会費納入状況について、一般会員がゼロの行政区も多々見受けられる。

   会費の考えはいろんな考えがあるため、難しいと思うが、格差はなくす必要がある。

③デイサービス等介護事業所で利用料の徴収に関して、利用者が払えない（死亡など）状況の時に連帯保証人や

（イ）修繕費合計額（円）

100
法人運営事

業

06000014 法人運営事業 法人運営事業

福島県 南相馬市 原町区小川町322-1 1 行政からの賃借等

イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月日

（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

⑦事業所単位

での定員

⑧年間(4月～3月）

利用者延べ総数

（人／年）
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円） （ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

南相馬市 原町区小川町322-1 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年1月1日 0 28,030

ア建設費

100
法人運営事

業

06000002 地域福祉事業 地域福祉事業

福島県 南相馬市 原町区小川町322-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年1月1日 0 13,613

ア建設費
100

法人運営事

業

06000001 社会福祉協議会運営事業 社会福祉協議会運営事業

福島県

南相馬市 原町区小川町322-1 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年1月1日 0 11,811

ア建設費

100
法人運営事

業

06000004 生活援助資金貸付事業 生活援助資金貸付事業(サービス）

福島県 南相馬市 原町区小川町322-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年1月1日 0 1,203

ア建設費
100

法人運営事

業

06000003 共同募金配分金事業 共同募金配分金事業(サービス）

福島県

南相馬市 原町区小川町322-1 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年1月1日 0 56

ア建設費

200

児童厚生施

設運営管理

事業

06000015 児童厚生施設運営管理事業 児童厚生施設運営管理事業

福島県 南相馬市 原町区仲町２-165、原町区下北高平字古舘36-5 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年1月1日 0 1,347

ア建設費
100

法人運営事

業

06000005 福祉基金運営管理事業 福祉基金運営管理事業

福島県

南相馬市 原町区仲町２-165 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年1月1日 85 15,580

ア建設費

200

児童厚生施

設運営管理

事業

06000007 高平児童館運営管理事業 高平児童館運営管理事業

福島県 南相馬市 原町区下北高平字古舘36-5 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年1月1日 45 7,545

ア建設費
200

児童厚生施

設運営管理

事業

06000006 仲町児童センター運営管理事業 仲町児童センター運営管理事業

福島県

南相馬市 原町区小川町322-1 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年1月1日 40 8,035

ア建設費

410
訪問介護事

業

06000008 訪問介護事業 訪問介護事業

福島県 南相馬市 原町区小川町322-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年1月1日 0 21,419

ア建設費
410

訪問介護事

業

06000020 訪問介護事業（拠点） 訪問介護事業

福島県

南相馬市 原町区小川町322-1 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年1月1日 0 21,419

ア建設費

430
あすなろデイ

サービス事業

06000016 あすなろデイサービスセンター事業（拠点） あすなろデイサービス事業

福島県 南相馬市 小高区小高字金谷前84 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年1月1日 0 2,372

ア建設費
420

居宅介護事

業

06000009 居宅介護事業 居宅介護事業

福島県

南相馬市 小高区小高字金谷前84 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成18年1月1日 0 6,012

ア建設費

440
ひまわりデイ

サービス事業

06000018 ひまわりデイサービスセンター事業(拠点） ひまわりデイサービス事業

福島県 南相馬市 鹿島区西町２丁目116 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年1月1日 25 6,012

ア建設費
430

あすなろデイ

サービス事業

06000010 あすなろデイサービスセンター事業 あすなろデイサービス事業

福島県

南相馬市 鹿島区西町２丁目116 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年1月1日 30 6,922

ア建設費

450
すみれデイ

サービス事業

06000017 すみれデイサービスセンター事業（拠点） すみれデイサービス事業

福島県 南相馬市 鹿島区西町２丁目165 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年1月1日 30 6,922

ア建設費
440

ひまわりデイ

サービス事業

06000011 ひまわりデイサービスセンター事業 ひまわりデイサービス事業

福島県

南相馬市 鹿島区西町２丁目165 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年1月1日 40 6,964

ア建設費

460

仮設あすなろ

デイサービス

事業

06000013 仮設あすなろデイサービスセンター事業 仮設あすなろデイサービス事業

福島県 南相馬市 鹿島区寺内字三里1-21 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年1月1日 40 6,964

ア建設費
450

すみれデイ

サービス事業

06000012 すみれデイサービスセンター事業 すみれデイサービス事業

福島県

南相馬市 鹿島区寺内字三里1-21 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成18年1月1日 0 0

ア建設費

平成18年1月1日 0 0
460

仮設あすなろ

デイサービス

事業

06000019 仮設あすなろデイサービスセンター事業（拠点） 仮設あすなろデイサービス事業

福島県



社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(2)公益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(3)収益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(4)備考

11-2．地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

①-1拠点区

分コード分類

①-2拠点区

分名称

①-3事業類型コード

分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地
④事業所の土

地の保有状況

⑤事業所の建

物の保有状況

⑥事業所単位での事業開始年

月日

イ大規模修繕

ア建設費
460

仮設あすなろ

デイサービス

事業

（イ）修繕費合計額（円）

500

福祉サービス

センター運営

管理事業

04331001 福祉サービスセンター運営管理事業(拠点） 福祉サービスセンター運営管理事業

福島県 南相馬市 1 行政からの賃借等

イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月日

（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

⑦事業所単位

での定員

⑧年間(4月～3月）

利用者延べ総数

（人／年）
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円） （ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

南相馬市 小高区本町２丁目89 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年1月1日 0 10,424

ア建設費

500

福祉サービス

センター運営

管理事業

04330201 鹿島区社会福祉センター運営管理事業 鹿島区社会福祉ｾﾝﾀｰ運営管理事業

福島県 南相馬市 鹿島区西町２丁目117 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年1月1日 0 0

ア建設費
500

福祉サービス

センター運営

管理事業

04331601 小高区社協会館運営管理事業 小高区社協会館運営管理事業

福島県

南相馬市 原町区小川町322-1 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年1月1日 0 1,415

ア建設費

600

地域包括支

援センター事

業

04331201 地域包括支援センター事業(拠点) 地域包括支援センター事業

福島県 南相馬市 原町区小川町322-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年1月1日 0 9,009

ア建設費
500

福祉サービス

センター運営

管理事業

04330301 原町区福祉会館運営管理事業 原町区社会福祉会館運営管理事業

福島県

南相馬市 原町区小川町322-1 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年1月1日 0 48,966

ア建設費

600

地域包括支

援センター事

業

04330901 介護予防支援事業 介護予防支援事業

福島県 南相馬市 原町区小川町322-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年1月1日 0 41,147

ア建設費
600

地域包括支

援センター事

業

04330401 地域包括支援センター　事業 地域包括支援センター事業

福島県

南相馬市 鹿島区寺内字三里1-21 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年1月1日 0 7,819

ア建設費

700

仮設サポート

拠点管理運

営事業

04330501 仮設住宅サポート拠点管理運営業務 仮設サポート拠点管理運営事業

福島県 南相馬市 鹿島区寺内字三里1-21 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成23年11月1日 0 0

ア建設費
700

仮設サポート

拠点管理運

営事業

04331101 仮設サポート拠点管理運営業務(拠点) 仮設サポート拠点管理運営事業

福島県

南相馬市 鹿島区西町２丁目117 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成23年11月1日 0 0

ア建設費

810
鹿島居宅介

護支援事業

04330601 鹿島居宅介護支援事業 鹿島居宅介護支援事業

福島県 南相馬市 鹿島区西町２丁目117 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年1月1日 0 1,482

ア建設費
810

鹿島居宅介

護支援事業

04331701 鹿島居宅介護支援事業(拠点） 鹿島居宅介護支援事業

福島県

南相馬市 原町区小川町322-1 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年1月1日 0 1,482

ア建設費

820
原町居宅介

護支援事業

04330701 原町居宅介護支援事業 原町居宅介護支援事業

福島県 南相馬市 原町区小川町322-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年1月1日 0 1,465

ア建設費
820

原町居宅介

護支援事業

04331801 原町居宅介護支援事業（拠点） 原町居宅介護支援事業

福島県

南相馬市 原町区小川町322-1 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年1月1日 0 1,465

ア建設費

830
訪問入浴介

護事業

04330801 訪問入浴介護事業 訪問入浴介護事業

福島県 南相馬市 原町区小川町322-1 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年1月1日 0 1,079

ア建設費
830

訪問入浴介

護事業

04331301 訪問入浴介護事業（拠点） 訪問入浴介護事業

福島県

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年1月1日 0 1,246

ア建設費

⑧年間(4月～3月）

利用者延べ総数

（人／年）
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円） （ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

①-1拠点区

分コード分類

①-2拠点区

分名称

①-3事業類型コード

分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地
④事業所の土

地の保有状況

⑤事業所の建

物の保有状況

⑥事業所単位での事業開始年

月日

⑦事業所単位

での定員

地域における公益的な取組

⑨（その他）

南相馬市社会福祉法人連絡会 原町区福祉会館

連絡会を設立し法人間の連携、地域の課題等に対し連絡調整会議等を4回開催した。

（イ）修繕費合計額（円）

①取組類型コード分類

➁取組の名称 ③取組の実施場所(区域)

④取組内容

イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月日

（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）



社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会

１２．社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 （社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）


（1）社会福祉充実残額等の総額（円）

（2）社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）

　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

　　②地域公益事業（円）

　　③公益事業（円）

　　④合計額（①＋②＋③）（円）

（3）社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

　　②地域公益事業（円）

　　③公益事業（円）

　　④合計額（①＋②＋③）（円）

（4）社会福祉充実計画の実施期間 ～

１３．透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

　①任意事項の公表の有無

　　㋐事業報告

　　㋑財産目録

　　㋒事業計画書

　　㋓第三者評価結果

　　㋔苦情処理結果

　　㋕監事監査結果

　　㋖附属明細書

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

　①事業運営に係る公費（円）

　➁施設・設備に係る公費（円）

　③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

１４．ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

　①実施者の区分

　➁実施者の氏名（法人の場合は法人名）

　③業務内容

　④費用［年額］（円）

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

　①所轄庁から求められた改善事項

　➁実施した改善内容

１５．その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入

② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入

③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入

④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業･施設の職員を対象とした退職手当制度に加入

⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●　　）

⑥ 法人独自で退職手当制度を整備

⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない

地域における公益的な取組

⑧（地域の関係者とのネット

ワークづくり）

子どもニコニコ元気塾 南相馬市内

市内のＮＰＯ法人等と協力し実施。計2回開催、延べ37名の親子等参加した。

地域における公益的な取組

④（地域の要支援者に対す

る資金や物資の貸付・提

供）

子育て家庭への緊急支援 南相馬市内

困窮世帯における子育て家庭へ緊急支援として、ミルク・おむつ・衣類等を社協と連絡会と連携支援を実施。

地域における公益的な取組

⑧（地域の関係者とのネット

ワークづくり）

消毒液の提供 南相馬市内

コロナまん延防止のための対策支援として、市内の全小・中・高・支援学校へ消毒液を配布提供した。

地域における公益的な取組

⑦（地域住民に対する福祉

教育）

出前講座 南相馬市内

法人連絡会として専門性を活かし、学校等で福祉体験学習4回、講話5回を南相馬市「出前講座」として実施。

地域における公益的な取組

⑨（その他）

リーフレットの活用 南相馬市内

地域共生社会の実現を目指し、法人連絡会の紹介および周知するためのリーフレットを作成し活用した。

地域における公益的な取組

④（地域の要支援者に対す

る資金や物資の貸付・提

供）

フードバンク事業 原町区福祉会館

生活困窮者に対する緊急食料支援として、196件の提供支援を行った。

地域における公益的な取組

⑨（その他）

みんなの食堂「ゆるっと」 南相馬市内

コロナ禍のため「こども食堂」を弁当配布に置き換え379世帯728人へ配布した。

1 有

1 有

2 無

1 有

1 有

1 有

0

0

0

1 有

0

0

0

0

0

0

3日前に招集通知を発出していた。やむを得ない事情が確認できなかったので、今後は法令に従って通

知を行っていただきたい。

②福祉サービスに関する苦情解決の仕組みへの取組みについて

　法人において、苦情解決の仕組みを整備し、活用することによって利用者からの苦情の適切な解決

に努めていくことが求められているが、今回確認した中で、社会性や客観性を確保するための第三者

委員について契約書のみで、第三者委員が任命されておらず、報告ができない状況であった。

鈴木税務会計事務所

ウ　財務会計に関する内部統制の向上に対する支援

①理事会の招集通知について

　理事会を招集するものを、理事会の日の1週間まえまでに、各理事及び各監事に対して通知を発出

しなければならないが、理事会の開催状況を確認したところ平成29年に開催の理事会で理事会の日の

324,083,904

868,850

-12,577,429

施設名 直近の受審年度

01 公認会計士

②改善時期

　令和２年2月28日

　内容・方法等

　令和2年2月28日に、令和元年度第1回第三者委員会議を開催し、

第三者委員を委嘱し、苦情等の報告を行い以後定期的に会議を開催。

適切なサービスを提供し、サービスの向上を図るため、第三者評価を積極的に活用することが必要で

あることから改善を求める。

①改善時期

　次回理事会(令和2年4月開催)より

　内容・方法等

　関係法令及び定款その他諸規定に基づき、招集の手続きを行い以後遵守。


